
（平成２５年２月１４日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認福井地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 4 件

厚生年金関係 4 件



                      

  

福井厚生年金 事案 578 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 32 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 5,000

円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年３月 31日から同年４月１日まで 

年金記録を確認したところ、昭和 32 年３月 31 日にＡ社で厚生年金保

険被保険者資格を喪失し、翌日の同年４月１日にＢ社で同資格を取得し

ており、年金記録に１か月の空白がある。 

私は、昭和 31 年９月にＡ社に正社員として入社し、32 年 10 月頃に退

社するまで、勤務場所、勤務形態及び業務内容に変更は無く継続して勤

務していたので、調査の上、私の年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

当時の複数の同僚の供述により、申立人は、申立期間及びその前後の期

間において、Ａ社及び系列のＢ社に継続して勤務していたことが認められ

る。 

また、同僚調査の結果、複数の同僚が、「Ｂ社はＡ社Ｃ工場が昭和 32

年４月に社名を変更したものである。私も申立人も、同社同工場からＢ社

に継続して勤務し、勤務形態及び業務内容に変更は無かった。」旨及び

「Ａ社からＢ社に社名変更した際、給与からの保険料控除は途切れること

なく継続していた。」旨回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料をＡ社の事業主により給与から控除されていたことが認められる。 



                      

  

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 32 年２月の社会保険

事務所（当時）の記録から、5,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ａ社から提出された申立人の健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届に

は、資格喪失日が昭和 32 年３月 31 日と記載されていることから、事業主

が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務

所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

福井厚生年金 事案 579 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 32 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 8,000

円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年３月 31日から同年４月１日まで 

年金記録を確認したところ、昭和 32 年３月 31 日にＡ社で厚生年金保

険被保険者資格を喪失し、翌日の同年４月１日にＢ社で同資格を取得し

ており、年金記録に１か月の空白がある。 

私は、昭和 31 年９月にＡ社Ｃ工場に正社員として入社し、32 年８月

頃に退社するまで、勤務場所及び勤務形態や業務内容に変更は無く継続

して勤務していたので、調査の上、私の年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

当時の複数の同僚の供述により、申立人は、申立期間及びその前後の期

間において、Ａ社及び系列のＢ社に継続して勤務していたことが認められ

る。 

また、同僚調査の結果、複数の同僚が、「Ｂ社はＡ社Ｃ工場が昭和 32

年４月に社名を変更したものである。私も申立人も、同社同工場からＢ社

に継続して勤務し、勤務形態及び業務内容に変更は無かった。」旨及び

「Ａ社からＢ社に社名変更した際、給与からの保険料控除は途切れること

なく継続していた。」旨回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料をＡ社の事業主により給与から控除されていたことが認められる。 



                      

  

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 32 年２月の社会保険

事務所（当時）の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ａ社から提出された申立人の健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届に

は、資格喪失日が昭和 32 年３月 31 日と記載されていることから、事業主

が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務

所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

福井厚生年金 事案 580 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

 基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 大正９年生 

 住    所 ：  

   

   

   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年１月頃から 38年８月頃まで 

   私は、昭和 27 年１月頃から 38 年８月頃までＡ社にＢ職として勤務し

ていたが、厚生年金保険の加入記録が無いので、調査の上、年金記録を

訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、複数の同僚の供述から、期間の特定はできないもの

の、申立人は、Ａ社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、申立代理人が当該事業所の従業員であった者として名前

を挙げた 48 人に係る厚生年金保険の被保険者記録を見ると、19 人につい

ては同事業所において厚生年金保険に加入していた記録が確認できない。 

また、前述の 19 人のうち、当該事業所において経理事務を担当してい

たとする者の妻は、「私は、Ａ社に勤務していたが、主人に、夫の扶養に

なっている者は、年金に加入することができないと言われ、厚生年金保険

に加入していなかった。」と供述している上、当時の従業員に照会したと

ころ、「当時の従業員数は、10 人から 20 人であった。」と供述している

ところ、申立期間当時の当該事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿を見

ると、厚生年金保険被保険者数はおおむね５人であり、最も多い月でも 10

人となっていることが確認できることから、当時、同事業所では、全ての

従業員について、必ずしも厚生年金保険に加入させる取扱いではなかった

ことがうかがえる。 

さらに、当該事業所は、昭和 40 年５月１日に厚生年金保険の適用事業

所ではなくなっており、申立期間当時の賃金台帳等の関係資料の存在が確



                      

  

認できないほか、申立期間当時、経理事務及び社会保険事務を担当してい

たとする者からも保険料控除に関する具体的な供述を得られず、申立人の

給与から申立期間の厚生年金保険料が控除されていた事実を確認すること

はできない。 

加えて、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認し

たが、申立人の氏名はなく、健康保険の整理番号に欠番も見当たらない上、

申立人の氏名について、複数の読み方で検索したが、該当する厚生年金保

険の加入記録は見当たらない。 

また、市町村の国民年金被保険者名簿及びオンライン記録により、申立

人は、申立期間中の昭和 35 年 12 月 24 日から 60 歳に到達する 55 年＊月

＊日まで国民年金に加入し、36 年４月から 55 年９月までの保険料を現年

度納付していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわ

せる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

福井厚生年金 事案 581 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年 11月７日から 39年５月１日まで    

   私は、昭和 34 年 11 月７日から 39 年５月１日までＡ社に勤務し厚生

年金保険に加入していたが、加入記録が無いので、調査の上、年金記録

を訂正してほしい。 

        

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、複数の同僚の供述から、期間の特定はできないもの

の、申立人は、Ａ社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、申立人が当該事業所の従業員であった者として名前を挙

げた 48 人に係る厚生年金保険の被保険者記録を見ると、19 人については

同事業所において厚生年金保険に加入していた記録が確認できない。 

また、前述の 19 人のうち、当該事業所において経理事務を担当してい

たとする者の妻は、「私は、Ａ社に勤務していたが、主人に、夫の扶養に

なっている者は、年金に加入することができないと言われ、厚生年金保険

に加入していなかった。」と供述している上、当時の従業員に照会したと

ころ、「当時の従業員数は、10 人から 20 人であった。」と供述している

ところ、申立期間当時の当該事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿を見

ると、厚生年金保険被保険者数はおおむね４人であり、最も多い月でも５

人となっていることが確認できることから、当時、同事業所では、全ての

従業員について、必ずしも厚生年金保険に加入させる取扱いではなかった

ことがうかがえる。 

さらに、当該事業所は、昭和 40 年５月１日に厚生年金保険の適用事業

所ではなくなっており、申立期間当時の賃金台帳等の関係資料の存在が確



                      

  

認できないほか、申立期間当時、経理事務及び社会保険事務を担当してい

たとする者からも保険料控除に関する具体的な供述を得られず、申立人の

給与から申立期間の厚生年金保険料が控除されていた事実を確認すること

はできない。 

加えて、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票によれば、当該事

業所に係る２回目の被保険者資格の取得日は昭和 39 年５月１日、同被保

険者資格の喪失日は 40 年５月１日であることが確認でき、オンライン記

録と一致しており、不自然な記録訂正も見当たらない上、当該事業所に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認したが、健康保険の整理番号

にも欠番は見当たらない。 

また、オンライン記録により、申立人は、申立期間中の昭和 35 年 10 月

１日から 39 年５月１日まで国民年金に加入し、36 年４月から 39 年４月ま

での保険料を現年度納付していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわ

せる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

福井厚生年金 事案 582 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 30年７月 25日から 34年 12月 31日まで    

  私は、昭和 26 年５月から 34 年 12 月末までＡ社にＢ職として勤務し

ていたが、27 年１月１日から 30 年７月 25 日までの厚生年金保険の加入

記録しかなく、30 年７月 26 日から 34 年 12 月 31 日までの厚生年金保険

記録が無いので、調査の上、年金記録を訂正してほしい。 

        

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、複数の同僚の供述から、期間の特定はできないもの

の、申立人は、Ａ社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、申立代理人が当該事業所の従業員であった者として名前

を挙げた 48 人に係る厚生年金保険の被保険者記録を見ると、19 人につい

ては同事業所において厚生年金保険に加入していた記録が確認できない。 

また、前述の 19 人のうち、当該事業所において経理事務を担当してい

たとする者の妻は、「私は、Ａ社に勤務していたが、主人に、夫の扶養に

なっている者は、年金に加入することができないと言われ、厚生年金保険

に加入していなかった。」と供述している上、当時の従業員に照会したと

ころ、「当時の従業員数は、10 人から 20 人であった。」と供述している

ところ、申立期間当時の当該事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿を見

ると、厚生年金保険被保険者数はおおむね５人であり、最も多い月でも６

人となっていることが確認できることから、当時、同事業所では、全ての

従業員について、必ずしも厚生年金保険に加入させる取扱いではなかった

ことがうかがえる。 

さらに、当該事業所は、昭和 40 年５月１日に厚生年金保険の適用事業



                      

  

所ではなくなっており、申立期間当時の賃金台帳等の関係資料の存在が確

認できないほか、申立期間当時、経理事務及び社会保険事務を担当してい

たとする者からも保険料控除に関する具体的な供述を得られず、申立人の

給与から申立期間の厚生年金保険料が控除されていた事実を確認すること

はできない。 

加えて、申立人の厚生年金保険被保険者台帳によれば、当該事業所に係

る被保険者資格の取得日は昭和 27 年１月１日、同被保険者資格の喪失日

は 30 年７月 25 日であることが確認でき、オンライン記録と一致しており、

不自然な記録訂正も見当たらない上、当該事業所に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿を確認したが、健康保険の整理番号にも欠番は見当たら

ない。 

また、申立人の氏名について、複数の読み方で検索したが、該当する厚

生年金保険の加入記録は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわ

せる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

福井厚生年金 事案 583 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年９月頃から 37年９月頃まで       

  私は、昭和 34 年９月頃から 37 年９月頃までＡ社にＢ職として勤務し

ていたが、厚生年金保険の加入記録が無いので、調査の上、年金記録を

訂正してほしい。 

     

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、複数の同僚の供述から、期間の特定はできないもの

の、申立人は、Ａ社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、申立代理人が当該事業所の従業員であった者として名前

を挙げた 48 人に係る厚生年金保険の被保険者記録を見ると、19 人につい

ては同事業所において厚生年金保険に加入していた記録が確認できない。 

また、前述の 19 人のうち、当該事業所において経理事務を担当してい

たとする者の妻は、「私は、Ａ社に勤務していたが、主人に、夫の扶養に

なっている者は、年金に加入することができないと言われ、厚生年金保険

に加入していなかった。」と供述している上、当時の従業員に照会したと

ころ、「当時の従業員数は、10 人から 20 人であった。」と供述している

ところ、申立期間当時の当該事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿を見

ると、厚生年金保険被保険者数はおおむね４人であり、最も多い月でも５

人となっていることが確認できることから、当時、同事業所では、全ての

従業員について、必ずしも厚生年金保険に加入させる取扱いではなかった

ことがうかがえる。 

さらに、当該事業所は、昭和 40 年５月１日に厚生年金保険の適用事業

所ではなくなっており、申立期間当時の賃金台帳等の関係資料の存在が確



                      

  

認できないほか、申立期間当時、経理事務及び社会保険事務を担当してい

たとする者からも保険料控除に関する具体的な供述を得られず、申立人の

給与から申立期間の厚生年金保険料が控除されていた事実を確認すること

はできない。 

加えて、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認し

たが、申立期間に係る申立人の氏名はなく、健康保険の整理番号に欠番も

見当たらない上、申立人の氏名について、複数の読み方で検索したが、該

当する厚生年金保険の加入記録は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわ

せる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


